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19 
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48 
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9 第 55号議案 工事請負契約の締結について 56 

10 第 56号議案 工事請負契約の変更契約の締結について 57 

11 第 57号議案 工事請負契約の変更契約の締結について 58 

12 第 58号議案 損害賠償の額を定めることについて 59 
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16 第 61号議案 令和４年度吉川市一般会計補正予算（第２号） － 
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報告第３号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市税条例

の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り報告し、承認を求める。 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が令和４年３月３１日に公布

されたことに伴い、緊急に吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）を改正する必

要が生じたため、令和４年３月３１日に吉川市税条例の一部を改正する条例を専決処分し

たものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   吉川市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和４年３月３１日 

吉川市長 中原恵人       
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 吉川市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月３１日 

                 吉川市長 

吉川市条例第１１号 

   吉川市税条例の一部を改正する条例 

 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存

在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しな

い場合には、当該移動項（以下「削除項」という。）を削り、移動後項に対応する移動項

が存在しない場合には、当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項

を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後

部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 

第５条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （電子申告等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例

に定める申告、申請、請求その他書類の提出

（審査請求に関するものを除く。）又は納付若

しくは納入（以下「申告等」という。）のう

ち、規則で定めるものについては、情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する法律（平成

１４年法律第１５１号）第６条第１項の規定に

より同項の電子情報処理組織（以下「電子情報

処理組織」という。）を使用して行うことがで
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 （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 略 

２～８ 略 

９ 法第３２１条の８第６２項に規定する特定法

人である内国法人は、第１項の規定により、納

税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定にかかわら

ず、同条第６２項及び施行規則で定めるところ

により、納税申告書に記載すべきものとされて

いる事項（次項及び第１１項において「申告書

記載事項」という。）を、法第７６２条第１号

に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、地方税共同機構（第１１項に

おいて「機構」という。）を経由して行う方法

により市長に提供することにより、行わなけれ

ばならない。 

１０～１４ 略 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内

国法人につき、法第３２１条の８第７１項の処

分又は前項の届出書の提出があったときは、こ

れらの処分又は届出書の提出があった日の翌日

以後の第１２項前段の期間内に行う第９項の申

告については、第１２項前段の規定は適用しな

きる。 

２ 電子情報処理組織を使用して行われた申告等

は、市の使用に係る当該申告等を受信するため

に設置された電子計算機の記録媒体への記録が

された時に市に到着したものとみなす。 

 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 略 

２～８ 略 

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特定法

人である内国法人は、第１項の規定により、納

税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定にかかわら

ず、同条第６０項及び施行規則で定めるところ

により、納税申告書に記載すべきものとされて

いる事項（次項及び第１１項において「申告書

記載事項」という。）を、法第７６２条第１号

に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織

を使用し、かつ、地方税共同機構（第１１項に

おいて「機構」という。）を経由して行う方法

により市長に提供することにより、行わなけれ

ばならない。 

１０～１４ 略 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内

国法人につき、法第３２１条の８第６９項の処

分又は前項の届出書の提出があったときは、こ

れらの処分又は届出書の提出があった日の翌日

以後の第１２項前段の期間内に行う第９項の申

告については、第１２項前段の規定は適用しな
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い。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに

同項前段の承認を受けたときは、この限りでな

い。 

１６ 略 

 

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第７３条の２ 法第３８２条の２に規定する固定

資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料

は、手数料条例に定めるところによる。ただ

し、法第４１６条第３項又は第４１９条第８項

の規定により公示した期間において納税義務者

の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴収

しない。 

 

 （固定資産課税台帳に記載されている事項の証

明書の交付手数料） 

第７３条の３ 法第３８２条の３に規定する固定

資産課税台帳に記載されている事項の証明書

（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付手数料は、手数料条例に定め

るところによる。 

 

   附 則 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市の

い。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに

同項前段の承認を受けたときは、この限りでな

い。 

１６ 略 

 

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第７３条の２ 法第３８２条の２に規定する固定

資産課税台帳の閲覧の手数料は、手数料条例に

定めるところによる。ただし、法第４１６条第

３項又は第４１９条第８項の規定により公示し

た期間において納税義務者の閲覧に供する場合

にあっては、手数料を徴収しない。 

 

 

 

 （固定資産課税台帳に記載されている事項の証

明書の交付手数料） 

第７３条の３ 法第３８２条の３に規定する固定

資産課税台帳に記載されている事項の証明書の

交付手数料は、手数料条例に定めるところによ

る。 

 

 

   附 則 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市の
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条例で定める割合は、５分の４とする。 

３ 法附則第１５条第１５項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１５項に規定する市の条例で定

める割合は、２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第２号に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第３号に規定する市

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２９項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３３項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３９項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第４３項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条

例で定める割合は、４分の３とする。 

１３ 略 

１４ 略 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

条例で定める割合は、４分の３とする。 

３ 法附則第１５条第１６項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１６項に規定する市の条例で定

める割合は、２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２７項第１号に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２７項第２号に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第３号に規定する市

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第３０項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３５項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第４２項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第４６項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の１とする。 

 

 

１２ 略 

１３ 略 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定
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の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２～８ 略 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専

有部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、同条第９項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

 (5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令

附則第１２条第３１項に規定する補助金等 

 (6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３

月を経過した後に申告書を提出する場合に

は、３月以内に提出することができなかった

理由 

１０ 略 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２～８ 略 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日 

 (5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等 

 (6) 熱損失防止改修工事が完了した日から３月

を経過した後に申告書を提出する場合には、

３月以内に提出することができなかった理由 

 

１０ 略 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する

特定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に規定

する特定熱損失防止改修住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 
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 (1)～(3) 略 

 (4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

 (5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令

附則第１２条第３１項に規定する補助金等 

 (6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３

月を経過した後に申告書を提出する場合に

は、３月以内に提出することができなかった

理由 

１２及び１３ 略 

 

 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３の２の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下この条におい

て同じ。）に１００分の５（商業地等に係る令

和４年度分の固定資産税にあっては、１００分

の２．５）を乗じて得た額を加算した額（令和

３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の

固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について第３４９条の３又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

 (1)～(3) 略 

 (4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日 

 (5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等 

 (6) 熱損失防止改修工事が完了した日から３月

を経過した後に申告書を提出する場合には、

３月以内に提出することができなかった理由 

 

１２及び１３ 略 

 

 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３の２の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下この条におい

て同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加

算した額（令和３年度分の固定資産税にあって

は、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について第

３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて
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適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該宅地等調整固定

資産税額とする。 

２～５ 略 

  

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産

税額」という。）を超える場合には、当該宅地

等調整固定資産税額とする。 

 

 

２～５ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の吉川市税条例の規定中固

定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令

和３年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部を

改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。 
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報告第４号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市都市計

画税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が令和４年３月３１日に公布

されたことに伴い、緊急に吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）を改

正する必要が生じたため、令和４年３月３１日に吉川市都市計画税条例の一部を改正する

条例を専決処分したものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和４年３月３１日 

吉川市長 中原恵人       
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 吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月３１日 

                 吉川市長 

吉川市条例第１２号 

   吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存

在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が存在しな

い場合には、当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。

以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改

め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

１ 略 

 

 （法附則第１５条第１５項の条例で定める割

合） 

２ 法附則第１５条第１５項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１５項に規定する市の条例で定

 

   附 則 

 

１ 略 

 

 （法附則第１５条第１６項の条例で定める割

合） 

２ 法附則第１５条第１６項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１６項に規定する市の条例で定
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める割合は、２分の１）とする。 

 

 （法附則第１５条第３３項の条例で定める割

合） 

３ 法附則第１５条第３３項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

 

 （法附則第１５条第３４項の条例で定める割

合） 

４ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 （法附則第１５条第３９項の条例で定める割

合） 

５ 法附則第１５条第３９項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 （法附則第１５条第４４項の条例で定める割

合） 

６ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

 

 （改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

７ 略 

 

 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

める割合は、２分の１）とする。 

 

 （法附則第１５条第３４項の条例で定める割

合） 

３ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

 

 （法附則第１５条第３５項の条例で定める割

合） 

４ 法附則第１５条第３５項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 （法附則第１５条第４２項の条例で定める割

合） 

５ 法附則第１５条第４２項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 

 

 

 

 

 （改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

６ 略 

 

 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の都市計画税の特例） 
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８ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度まで

の各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税につ

いて法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該価格に同条に定める率

を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５

（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税に

あっては、１００分の２．５）を乗じて得た額

を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあ

っては、前年度分の都市計画税の課税標準額）

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）

を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税

額とする。 

 

９ 略 

 

１０ 附則第８項の規定の適用を受ける宅地等に

係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等調

７ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度まで

の各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税につ

いて法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該価格に同条に定める率

を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５

を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の

都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税

の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３（第１８項

を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画

税額」という。）を超える場合には、当該宅地

等調整都市計画税額とする。 

 

 

 

８ 略 

 

９ 附則第７項の規定の適用を受ける宅地等に係

る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等調整
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整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税

額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗

じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額に満たない場合には、附則第８項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．６以上０．７以下のものに係る

令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の額は、附則第８項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」

という。）とする。 

都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じ

て得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額に満たない場合には、附則第７項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．６以上０．７以下のものに係る

令和３年度から令和５年度までの各年度分の都

市計画税の額は、附則第７項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」

という。）とする。 
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１２ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．７を超えるものに係る令和３年

度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は、附則第８項の規定にかかわらず、当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」

という。）とする。 

 

 （農地に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１３ 略 

 

 （市街化区域農地に対して課する各年度分の都

市計画税の特例） 

１４ 前項の規定にかかわらず、市税条例附則第

１３条の２の規定の適用がある市街化区域農地

に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第１

項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の

３分の１の額」とあるのは「固定資産税の課税

標準となるべき価格の３分の２の額」として、

 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．７を超えるものに係る令和３年

度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」

という。）とする。 

 

 （農地に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１２ 略 

 

 （市街化区域農地に対して課する各年度分の都

市計画税の特例） 

１３ 前項の規定にかかわらず、市税条例附則第

１３条の２の規定の適用がある市街化区域農地

に係る各年度分の都市計画税の額は、同条中

「固定資産税の課税標準となるべき価格の３分

の１の額」とあるのは「固定資産税の課税標準

となるべき価格の３分の２の額」として、同条
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同条の規定の例により算定した税額とする。 

 

１５ 略 

 

１６ 略 

 

 （宅地化農地に対して課する都市計画税の納税

義務の免除等） 

１７ 略 

 

 （用語の意義） 

１８ 附則第８項及び第１０項の「宅地等」とは

法附則第１７条第２号に、附則第８項及び第１

１項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」

とは法附則第２５条第６項において読み替えて

準用される法附則第１８条第６項に、附則第８

項、第９項、第１１項及び第１２項の「商業地

等」とは法附則第１７条第４号に、附則第１１

項から第１３項までの「負担水準」とは法附則

第１７条第８号ロに、附則第１３項の「農地」

とは法附則第１７条第１号に、同項の「前年度

分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２

６条第２項において読み替えて準用される法附

則第１８条第６項に、附則第１４項から第１６

項までの「市街化区域農地」とは法附則第１９

条の２第１項に、附則第１５項の「前年度分の

都市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条

の２第３項において読み替えて準用される法附

則第１８条第６項に規定するところによる。 

の規定の例により算定した税額とする。 

 

１４ 略 

 

１５ 略 

 

 （宅地化農地に対して課する都市計画税の納税

義務の免除等） 

１６ 略 

 

 （用語の意義） 

１７ 附則第７項及び第９項の「宅地等」とは法

附則第１７条第２号に、附則第７項及び第１０

項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第２５条第６項において読み替えて準

用される法附則第１８条第６項に、附則第８

項、第１０項及び第１１項の「商業地等」とは

法附則第１７条第４号に、附則第１０項から第

１２項までの「負担水準」とは法附則第１７条

第８号ロに、附則第１２項の「農地」とは法附

則第１７条第１号に、附則第１２項の「前年度

分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２

６条第２項において読み替えて準用される法附

則第１８条第６項に、附則第１３項から第１５

項までの「市街化区域農地」とは法附則第１９

条の２第１項に、附則第１４項の「前年度分の

都市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条

の２第３項において読み替えて準用される法附

則第１８条第６項に規定するところによる。 
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 （読替規定） 

１９ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４

項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第

２５項、第２８項、第３２項から第３６項ま

で、第３９項、第４０項若しくは第４４項、第

１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるの

は「若しくは第３３項又は附則第１５条から第

１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

 

 

 （用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する都市計画税に関する経過措置） 

２０ 略 

  

 

 （読替規定） 

１８ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１５

項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第

２６項、第２９項、第３３項から第３５項ま

で、第３７項から第３９項まで、第４２項若し

くは第４３項、第１５条の２第２項、第１５条

の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分

の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第

３３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附

則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６

３条」とする。 

 

 （用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する都市計画税に関する経過措置） 

１９ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の吉川市都市計画条例の規定は、令和４年度以後の年度分の都

市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。 
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第４９号議案 

   吉川市重度心身障害者医療費支給に関する条例及び吉川市子ども医療費支給に関す

る条例の一部を改正する条例 

 （吉川市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正） 

第１条 吉川市重度心身障害者医療費支給に関する条例（昭和５８年吉川町条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

（定義） 

第２条 略 

２及び３ 略 

４ この条例において「現物給付」とは、市が

第６条第１項に規定する受給者に代わって一

部負担金を医療機関等に支払うことをいう。 

 

（支給の方法） 

第８条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、現物給

付ができる埼玉県内の医療機関等において受

給者が医療を受けたときは、規則に定める手

続に従い、一部負担金を受給者に代わって当

該医療機関等に支払うことができる。 

３ 略 

 

 

（定義） 

第２条 略 

２及び３ 略 

 

 

 

 

（支給の方法） 

第８条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が

市長の指定する医療機関等で医療を受けた場

合には、規則に定める手続に従い、一部負担

金を受給者に代わって当該医療機関等に支払

うことができる。 

３ 略 
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 （吉川市子ども医療費支給に関する条例の一部改正） 

第２条 吉川市子ども医療費支給に関する条例（平成１３年吉川市条例第１７号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 (1)～(6) 略 

 (7) 現物給付 市が受給資格者に代わって子ど

も医療費を医療機関等に支払うことをいう。 

 

 （支給方法） 

第４条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、現物給付ができる

埼玉県内の医療機関等において子どもが医療を

受けたときは、市長は、子ども医療費につい

て、受給資格者に代わり、規則で定める手続に

従い、当該医療機関等に支払うことができる。 

 

 

３ 受給資格者は、前項の規定による現物給付が

できる埼玉県内の医療機関等に対する子ども医

療費の支払を受けようとするときは、子どもが

 

 （定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 (1)～(6) 略 

 

 

 

 （支給方法） 

第４条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、市長の指定する医

療機関等（以下「指定医療機関等」という。）

において子どもが規則で定める医療を受けたと

きは、市長は、受給資格者が当該指定医療機関

等に支払うべき子ども医療費について、当該受

給資格者に代わり、当該指定医療機関等に支払

うことができる。 

３ 受給資格者は、前項の規定による指定医療機

関等に対する子ども医療費の支払を受けようと

するときは、子どもが医療を受ける際、指定医
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医療を受ける際、当該医療機関等に対し、規則

で定める受給資格証（以下「受給資格証」とい

う。）を提示しなければならない。 

４ 略 

  

療機関等に対し、規則で定める受給資格証（以

下「受給資格証」という。）を提示しなければ

ならない。 

４ 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の吉川市重度心身障害者医療費支給に関する条例の規定及

び第２条の規定による改正後の吉川市子ども医療費支給に関する条例の規定は、この

条例の施行の日以後に受けた医療に係る重度心身障害者医療費及び子ども医療費につ

いて適用し、同日前に受けた医療に係る重度心身障害者医療費及び子ども医療費につ

いては、なお従前の例による。 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 重度心身障害者医療費及び子ども医療費の支給について、県内全域の医療機関等で現物

給付化したいので、この案を提出するものである。 

  



22 

第５０号議案 

   吉川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４年吉川町条例第１７号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「削除項号」

という。）を削り、同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに削除項号を除く。

以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれ

た部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、ひ

とり親家庭等医療費を支給することにより、ひ

とり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、も

ってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを

目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 略 

２～５ 略 

６ この条例において「ひとり親家庭等医療費」

とは、医療保険各法その他の規定による医療給

付があったときの療養に要する費用の額から保

険給付、入院時食事療養標準負担額、法令又は

それに準ずる規定による給付及び保険者が給付

する附加給付を控除した額をいう。 

７ 略 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医

療費の一部を支給することにより、ひとり親家

庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひと

り親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

 

 （用語の定義） 

第２条 略 

２～５ 略 

６ この条例において「一部負担金」とは、医療

保険各法その他の規定による医療給付があった

ときの療養に要する費用の額から保険給付、入

院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ず

る規定による給付及び保険者が給付する附加給

付を控除した額をいう。 

７ 略 
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８ この条例において「現物給付」とは、市が第

６条に規定する受給者に代わってひとり親家庭

等医療費を医療機関等に支払うことをいう。 

 

 （支給の範囲） 

第６条 市は、受給者証の交付を受けている者

（以下「受給者」という。）にひとり親家庭等

医療費を支給する。ただし、受給者の責めによ

り過分の自己負担があるときは、その額につい

ては、ひとり親家庭等医療費の対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （支給の範囲） 

第６条 市は、受給者証の交付を受けている者

（以下「受給者」という。）の一部負担金から

次の各号に規定する自己負担金を控除した額

（以下「ひとり親家庭等医療費」という。）を

支給する。ただし、受給者の責めにより過分の

自己負担があるときは、その額については、ひ

とり親家庭等医療費の対象としない。 

 (1) 通院の場合 対象者１人につき１つの医療

機関等ごとに１月当たり１，０００円 

 (2) 入院の場合 対象者１人につき１つの医療

機関等ごとに１日当たり１，２００円 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

ものからは、前項各号の自己負担金を控除しな

い。 

 (1) 対象者のうち児童を除く者について当該療

養のあった月の属する年度（当該療養のあっ

た月が４月又は５月の場合にあっては、前年

度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による市町村民税（同法の規定に

よる特別区民税を含むものとし、同法第３２

８条の規定によって課する所得割を除く。）

が課されないとき（所得の申告をしないこと

により当該市町村民税が課されていない場合

を除く。）又は市町村の条例で定めるところ
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 （支給の方法） 

第７条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、現物給付ができる

埼玉県内の医療機関等において対象者が医療を

受けたときは、市長は、ひとり親家庭等医療費

について、受給者に代わり、規則で定める手続

に従い、当該医療機関等に支払うことができ

る。 

３ 受給者は、前項の規定による現物給付ができ

る埼玉県内の医療機関等に対するひとり親家庭

等医療費の支払を受けようとするときは、対象

者が医療を受ける際、当該医療機関等に対し、

規則で定める受給者証を提示しなければならな

い。 

４ 第２項の規定による支払があったときは、受

給者に対しひとり親家庭等医療費の支給があっ

たものとみなす。 

  

により当該市町村民税が免除されている旨の

申請があったときの当該対象者に係る一部負

担金 

 (2) 薬局から受けた療養に係る一部負担金 

 (3) 治療用装具の製作費に係る一部負担金 

 

 （支給の方法） 

第７条 略 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 



25 

２ この条例による改正後の吉川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費について適用し、

同日前に受けた医療に係るひとり親家庭等医療費については、なお従前の例による。 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 ひとり親家庭等医療費の支給について県内全域の医療機関等で現物給付化するとともに、

受給者の自己負担金を廃止したいので、この案を提出するものである。 

  



26 

第５１号議案 

   吉川市税条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移

動条項等」という。）に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号

（以下「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後号

とし、移動条項等に対応する移動後号が存在しない場合には、当該移動条項等（以下

「削除条項等」という。）を削り、移動後号に対応する移動条項等が存在しない場合

には、当該移動後号（以下「追加号」という。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条項等を

除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下

線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。以下この条において「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に

対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応

する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （納税証明書の交付手数料） 

第１８条の４ 法第２０条の１０に規定する納税

証明書の交付（法第３８２条の４に規定する当

該証明書に住所に代わる事項の記載をしたもの

の交付を含む。）の手数料は、吉川市手数料条

例（平成１２年吉川市条例第６号。以下「手数

料条例」という。）に定めるところによる。 

 

 （所得割の課税標準） 

第３３条 略 

 

 （納税証明書の交付手数料） 

第１８条の４ 法第２０条の１０に規定する納税

証明書の交付手数料は、吉川市手数料条例（平

成１２年吉川市条例第６号。以下「手数料条

例」という。）に定めるところによる。 

 

 

 

 （所得割の課税標準） 

第３３条 略 
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２及び３ 略 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６

条の３第１項に規定する確定申告書に特定配当

等に係る所得の明細に関する事項その他施行規

則に定める事項の記載があるときは、当該特定

配当等に係る所得の金額については、適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 略 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６

条の３第１項に規定する確定申告書に特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項

その他施行規則に定める事項の記載があるとき

は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

金額については、適用しない。 

２及び３ 略 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じ

た年の翌年の４月１日の属する年度分の特定配

当等申告書（市民税の納税通知書が送達される

時までに提出された次に掲げる申告書をいう。

以下この項において同じ。）に特定配当等に係

る所得の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるとき（特定配当等申告書

にその記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。）は、当

該特定配当等に係る所得の金額については、適

用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び

第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場

合におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して、この項の規定を適用し

ないことが適当であると市長が認めるときは、

この限りでない。 

 (1) 第３６条の２第１項の規定による申告書 

 (2) 第３６条の３第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書が提

出されたものとみなされる場合における当該

確定申告書に限る。） 

５ 略 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係

る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税

の納税通知書が送達される時までに提出された

次に掲げる申告書をいう。以下この項において

同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る所得
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 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に

法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金若しくは埼玉県税条例（昭和２５年

埼玉県条例第３８号）第２５条の２第３号及び

第４号に掲げるものに対する寄附金を支出した

場合には、法第３１４条の７第１項に規定する

ところにより控除すべき額（当該納税義務者が

前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄

附金を支出した場合にあっては、当該控除すべ

き金額に特例控除額を加算した金額。以下この

項において「控除額」という。）をその者の第

の明細に関する事項その他施行規則に定める事

項の記載があるとき（特定株式等譲渡所得金額

申告書にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含む。）

は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

金額については、適用しない。ただし、第１号

に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がい

ずれも提出された場合におけるこれらの申告書

に記載された事項その他の事情を勘案して、こ

の項の規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるときは、この限りでない。 

 (1) 第３６条の２第１項の規定による申告書 

 (2) 第３６条の３第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書が提

出されたものとみなされる場合における当該

確定申告書に限る。） 

 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に

法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金若しくは埼玉県税条例（昭和２５年

埼玉県条例第３８号）第２５条の２第３号に掲

げるものに対する寄附金を支出した場合には、

法第３１４条の７第１項に規定するところによ

り控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同

条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出

した場合にあっては、当該控除すべき金額に特

例控除額を加算した金額。以下この項において

「控除額」という。）をその者の第３４条の３
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３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所

得割の額から控除するものとする。この場合に

おいて、当該控除額が当該所得割の額を超える

ときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当

する金額とする。 

２ 略 

 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３４条の９ 所得割の納税義務者が、第３３条

第４項に規定する確定申告書に記載した特定配

当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特

定配当等の額について法第２章第１節第５款の

規定により配当割額を課された場合又は同条第

６項に規定する確定申告書に記載した特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎

となった特定株式等譲渡所得金額について同節

第６款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には、当該配当割額又は当該株式等譲

渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第

３４条の３及び前３条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納

税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の

及び前条の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除するものとする。この場合において、当

該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当

該控除額は、当該所得割の額に相当する金額と

する。 

２ 略 

 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３４条の９ 所得割の納税義務者が、第３３条

第４項に規定する特定配当等申告書に記載した

特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎とな

った特定配当等の額について法第２章第１節第

５款の規定により配当割額を課された場合又は

同条第６項に規定する特定株式等譲渡所得金額

申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係

る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等

譲渡所得金額について同節第６款の規定により

株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該

配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の

３を乗じて得た金額を、第３４条の３及び前３

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の

所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、当該控除することができなか

った金額は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、同項の納

税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の
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確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年

度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、

若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に

充当する。 

３ 略 

 

 （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある者か

ら１月１日現在において給与又は公的年金等の

支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除

額（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者

（前年の合計所得金額が９，０００，０００円

以下であるものに限る。）の法第３１４条の２

第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，

０００円以下であるものに限る。）で控除対象

配偶者に該当しないものに係るものを除く。）

若しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶

申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市

民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納

に係る徴収金に充当する。 

 

３ 略 

 

 （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある者か

ら１月１日現在において給与又は公的年金等の

支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除

額（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１項

第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に

係るものを除く。）若しくは法第３１４条の２

第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれら

と併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する純損失の金

額の控除、同条第９項に規定する純損失若しく

は雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７の
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養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額

若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第

８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９

項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控

除若しくは第３４条の７の規定により控除すべ

き金額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするものを

除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）及び第２４

条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第

１項の表の上欄の(2)の項に掲げる者を除

く。）については、この限りでない。 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき

者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、

配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下であ

る者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に

掲げる者を除く。）が提出すべき申告書の様式

は、施行規則第２条第３項ただし書の規定によ

り、市長の定める様式による。 

３～９ 略 

 

第３６条の３ 略 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載

された事項（施行規則第２条の３第１項に規定

する事項を除く。）のうち法第３１７条の２第

１項各号又は第３項に規定する事項に相当する

もの及び次項の規定により付記された事項は、

前条第１項又は第３項から第５項までの規定に

よる申告書に記載されたものとみなす。 

規定により控除すべき金額（以下この条におい

て「寄附金税額控除額」という。）の控除を受

けようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」と

いう。）及び第２４条第２項に規定する者（施

行規則第２条の２第１項の表の上欄の(2)の項

に掲げる者を除く。）については、この限りで

ない。 

 

 

 

 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき

者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、

配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下であ

る者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に

掲げる者を除く。）が提出すべき申告書の様式

は、施行規則第２条第４項ただし書の規定によ

り、市長の定める様式による。 

３～９ 略 

 

第３６条の３ 略 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載

された事項（施行規則第２条の３第１項に規定

する事項を除く。）のうち法第３１７条の２第

１項各号又は第３項に規定する事項に相当する

もの及び次項の規定により附記された事項は、

前条第１項又は第３項から第５項までの規定に

よる申告書に記載されたものとみなす。 
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３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出す

る者は、当該確定申告書に、施行規則第２条の

３第２項各号に掲げる事項を付記しなければな

らない。 

 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

 (1) 略 

 (2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１０

，０００，０００円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第

３１３条第３項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の支払を

受けるもの及び同条第４項に規定する事業専

従者に該当するものを除き、合計所得金額が

１，３３０，０００円以下であるものに限

る。次条第１項において同じ。）の氏名 

 (3) 略 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出す

る者は、当該確定申告書に、施行規則第２条の

３第２項各号に掲げる事項を附記しなければな

らない。 

 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

 (1) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 略 
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 (4) 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定

める事項 

２～５ 略 

 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納

税義務者（合計所得金額が９，０００，０００

円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規

定する退職手当等に限る。以下この項において

同じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が９５０，０００円以下であるものに

限る。）をいう。第２号において同じ。）又は

扶養親族（控除対象扶養親族であって退職手当

等に係る所得を有しない者を除く。）を有する

者（以下この条において「公的年金等受給者」

という。）で市内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０

３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者

（以下この条において「公的年金等支払者」と

いう。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めるところ

 (3) 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定

める事項 

２～５ 略 

 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養

親族を除く。）を有する者（以下この条におい

て「公的年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際に経

由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 
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により、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出

しなければならない。 

 (1) 略 

 (2) 特定配偶者の氏名 

 (3) 略 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定

める事項 

２～５ 略 

 

 （特別徴収税額の納入の義務等） 

第５３条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職手

当等の支払をする際、その退職手当等について

分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日

の属する月の翌月の１０日までに、施行規則第

５号の８様式又は施行規則第２条第３項ただし

書の規定により総務大臣が定めた様式による納

入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市

に納入しなければならない。 

 

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第７３条の２ 法第３８２条の２に規定する固定

資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）の閲覧（法第３

８２条の４に規定する固定資産課税台帳に住所

に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含

む。）の手数料は、手数料条例に定めるところ

による。ただし、法第４１６条第３項又は第４

１９条第８項の規定により公示した期間におい

 

 

 

 (1) 略 

 

 (2) 略 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定

める事項 

２～５ 略 

 

 （特別徴収税額の納入の義務等） 

第５３条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職手

当等の支払をする際、その退職手当等について

分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日

の属する月の翌月の１０日までに、施行規則第

５号の８様式又は施行規則第２条第４項ただし

書の規定により総務大臣が定めた様式による納

入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市

に納入しなければならない。 

 

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第７３条の２ 法第３８２条の２に規定する固定

資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料

は、手数料条例に定めるところによる。ただ

し、法第４１６条第３項又は第４１９条第８項

の規定により公示した期間において納税義務者

の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴収

しない。 
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て納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、

手数料を徴収しない。 

 

 （固定資産課税台帳に記載されている事項の証

明書の交付手数料） 

第７３条の３ 法第３８２条の３に規定する固定

資産課税台帳に記載されている事項の証明書

（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付（法第３８２条の４に規定す

る当該証明書に住所に代わる事項の記載をした

ものの交付を含む。）の手数料は、手数料条例

に定めるところによる。 

 

   附 則 

 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和２０年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から令和７年まで

の各年である場合に限る。）において、前条第

１項の規定の適用を受けないときは、法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務

者の第３４条の３及び第３４条の６の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 略 

 

 

 

 （固定資産課税台帳に記載されている事項の証

明書の交付手数料） 

第７３条の３ 法第３８２条の３に規定する固定

資産課税台帳に記載されている事項の証明書

（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付手数料は、手数料条例に定め

るところによる。 

 

 

 

   附 則 

 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和１５年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から令和３年まで

の各年である場合に限る。）において、前条第

１項の規定の適用を受けないときは、法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務

者の第３４条の３及び第３４条の６の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 略 
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 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の

課税の特例） 

第１６条の３ 略 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の

４第２項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は、

市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税

について特定上場株式等の配当等に係る配当所

得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合

に限り適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の

課税の特例） 

第１６条の３ 略 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の

４第２項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は、

市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株

式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４

月１日の属する年度分の市民税について特定上

場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の

規定の適用を受けようとする旨の記載のある第

３３条第４項に規定する特定配当等申告書を提

出した場合（次に掲げる場合を除く。）に限り

適用するものとし、市民税の所得割の納税義務

者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等

の配当等に係る配当所得について同条第１項及

び第２項並びに第３４条の３の規定の適用を受

けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払

を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係

る配当所得について、前項の規定は、適用しな

い。 

 (1) 第３３条第４項ただし書の規定の適用があ

る場合 

 (2) 第３３条第４項第１号に掲げる申告書及び

同項第２号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載され

た事項その他の事情を勘案して、前項の規定
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３ 略 

 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 略 

２ 略 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第３３条から第３３条の４まで、第３４条から

第３５条の３まで、第３６条の２、第３６条の

５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６

まで又は第３７条の８の規定の適用を受けると

きは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当し

ないものとみなす。 

 

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ 略 

２及び３ 略 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所

得が生じた年分の所得税に係る第３６条の３第

１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるときに限

を適用しないことが適当であると市長が認め

るとき。 

３ 略 

 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 略 

２ 略 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第３３条から第３３条の４まで、第３４条から

第３５条の３まで、第３６条の２、第３６条の

５、第３７条、第３７条の４から第３７条の６

まで、第３７条の８又は第３７条の９の規定の

適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第

１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は

前項に規定する確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡に該当しないものとみなす。 

 

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ 略 

２及び３ 略 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所

得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分

の特例適用配当等申告書（市民税の納税通知書

が送達される時までに提出された次に掲げる申
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り、適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 略 

 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３ 略 

２及び３ 略 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所

得が生じた年分の所得税に係る第３６条の３第

１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるときに限

り、適用する。 

 

 

告書をいう。以下この項において同じ。）に前

項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載

があるとき（特例適用配当等申告書にその記載

がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り、適用す

る。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号

に掲げる申告書がいずれも提出された場合にお

けるこれらの申告書に記載された事項その他の

事情を勘案して、同項後段の規定を適用しない

ことが適当であると市長が認めるときは、この

限りでない。 

 (1) 第３６条の２第１項の規定による申告書 

 (2) 第３６条の３第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書が提

出されたものとみなされる場合における当該

確定申告書に限る。） 

５ 略 

 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３ 略 

２及び３ 略 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所

得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分

の条約適用配当等申告書（市民税の納税通知書

が送達される時までに提出された次に掲げる申

告書をいう。以下この項において同じ。）に前

項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載

があるとき（条約適用配当等申告書にその記載
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５ 略 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項

の規定の適用がある場合（第３項後段の規定の

適用がある場合を除く。）における第３４条の

９の規定の適用については、同条第１項中「又

は同条第６項」とあるのは「若しくは附則第２

０条の３第３項前段に規定する条約適用配当等

（以下「条約適用配当等」という。）に係る所

得が生じた年分の所得税に係る同条第４項に規

定する確定申告書にこの項の規定の適用を受け

ようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所

得の明細に関する事項の記載がある場合であっ

て、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計

算の基礎となった条約適用配当等の額について

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り、適用す

る。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号

に掲げる申告書がいずれも提出された場合にお

けるこれらの申告書に記載された事項その他の

事情を勘案して、同項後段の規定を適用しない

ことが適当であると市長が認めるときは、この

限りでない。 

 (1) 第３６条の２第１項の規定による申告書 

 (2) 第３６条の３第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書が提

出されたものとみなされる場合における当該

確定申告書に限る。） 

５ 略 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項

の規定の適用がある場合（第３項後段の規定の

適用がある場合を除く。）における第３４条の

９の規定の適用については、同条第１項中「又

は同条第６項」とあるのは「若しくは附則第２

０条の３第３項前段に規定する条約適用配当等

（以下「条約適用配当等」という。）に係る所

得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分

の同条第４項に規定する条約適用配当等申告書

にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び

当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する

事項の記載がある場合（条約適用配当等申告書

にこれらの記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む。）で

あって、当該条約適用配当等に係る所得の金額
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法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第１項の規定及び法

第２章第１節第５款の規定により配当割額を課

されたとき、又は第３３条第６項」と、同条第

３項中「法第３７条の４」とあるのは「租税条

約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定に

より読み替えて適用される法第３７条の４」と

する。 

 

 

 

 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税

額控除の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が、前年中に新型

コロナウイルス感染症等の影響に対応するため

の国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和

２年法律第２５号）第５条第４項に規定する指

定行事のうち、市長が指定するものの中止若し

くは延期又はその規模の縮小により生じた当該

指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の

払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を

同条第１項に規定する指定期間内にした場合に

は、当該納税義務者がその放棄をした日の属す

る年中に法附則第６０条第４項に規定する市町

村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第

１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみ

なして、第３４条の７の規定を適用する。 

 

の計算の基礎となった条約適用配当等の額につ

いて租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１項の規定及

び法第２章第１節第５款の規定により配当割額

を課されたとき、又は第３３条第６項」と、同

条第３項中「法第３７条の４」とあるのは「租

税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規

定により読み替えて適用される法第３７条の

４」とする。 

 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税

額控除の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が、前年中に新型

コロナウイルス感染症等の影響に対応するため

の国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和

２年法律第２５号。次条において「新型コロナ

ウイルス感染症特例法」という。）第５条第４

項に規定する指定行事のうち、市長が指定する

ものの中止若しくは延期又はその規模の縮小に

より生じた当該指定行事の入場料金、参加料金

その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又

は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間

内にした場合には、当該納税義務者がその放棄

をした日の属する年中に法附則第６０条第４項

に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第

３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支

出したものとみなして、第３４条の７の規定を
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適用する。 

 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入

金等特別税額控除の特例） 

第２６条 所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき新型コロナウイルス感染症特例法第６条

第４項の規定の適用を受けた場合における附則

第７条の３の２第１項の規定の適用について

は、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令

和１６年度」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき

新型コロナウイルス感染症特例法第６条の２第

１項の規定の適用を受けた場合における附則第

７条の３の２第１項の規定の適用については、

同項中「令和１５年度」とあるのは「令和１７

年度」と、「令和３年」とあるのは「令和４

年」とする。 

  

 

 （吉川市税条例及び吉川市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改

正） 

第２条 吉川市税条例及び吉川市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（令

和３年吉川市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中網掛け部分（以下この条において「改正部分」という。）に対

応する同表の改正後の欄中網掛け部分（以下この条において「改正後部分」という。）

が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改

正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部

分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第

３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引か

れた項（以下「移動項」という。）に対応する

同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた

項（以下「移動後項」という。）が存在する場

合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動

後項に対応する移動項が存在しない場合には、

当該移動後項（以下「追加項」という。）を加

える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分

（項の表示を除く。以下この条において「改正

部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を

除く。以下この条において「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には、当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改

正部分が存在しない場合には、当該改正後部分

を加える。 

  次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部

分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

略 

 

 

略 

 

 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第

３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引か

れた項（以下「移動項」という。）に対応する

同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた

項（以下「移動後項」という。）が存在する場

合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動

後項に対応する移動項が存在しない場合には、

当該移動後項（以下「追加項」という。）を加

える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分

（項の表示を除く。以下この条において「改正

部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を

除く。以下この条において「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には、当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改

正部分が存在しない場合には、当該改正後部分

を加える。 

  次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部

分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

略 

 

 

略 
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 （個人の市民税に係

る公的年金等受給者

の扶養親族等申告

書） 

第３６条の３の３ 所

得税法第２０３条の

６第１項の規定によ

り同項に規定する申

告書を提出しなけれ

ばならない者又は法

の施行地において同

項に規定する公的年

金等（所得税法第２

０３条の７の規定の

適用を受けるものを

除く。以下この項に

おいて「公的年金

等」という。）の支

払を受ける者であっ

て、特定配偶者（所

得割の納税義務者

（合計所得金額が９

，０００，０００円

以下であるものに限

る。）の自己と生計

を一にする配偶者

（退職手当等（第５

３条の２に規定する

退職手当等に限る。

 （個人の市民税に係

る公的年金等受給者

の扶養親族等申告

書） 

第３６条の３の３ 所

得税法第２０３条の

６第１項の規定によ

り同項に規定する申

告書を提出しなけれ

ばならない者又は法

の施行地において同

項に規定する公的年

金等（所得税法第２

０３条の７の規定の

適用を受けるものを

除く。以下この項に

おいて「公的年金

等」という。）の支

払を受ける者であっ

て、特定配偶者（所

得割の納税義務者

（合計所得金額が９

，０００，０００円

以下であるものに限

る。）の自己と生計

を一にする配偶者

（退職手当等（第５

３条の２に規定する

退職手当等に限る。

 （個人の市民税に係

る公的年金等受給者

の扶養親族申告書） 

 

第３６条の３の３ 所

得税法第２０３条の

６第１項の規定によ

り同項に規定する申

告書を提出しなけれ

ばならない者又は法

の施行地において同

項に規定する公的年

金等（所得税法第２

０３条の７の規定の

適用を受けるものを

除く。以下この項に

おいて「公的年金

等」という。）の支

払を受ける者であっ

て、扶養親族（年齢

１６歳未満の者に限

る。）を有する者

（以下この条におい

て「公的年金等受給

者」という。）で市

内に住所を有するも

のは、当該申告書の

提出の際に経由すべ

き所得税法第２０３

 （個人の市民税に係

る公的年金等受給者

の扶養親族申告書） 

 

第３６条の３の３ 所

得税法第２０３条の

６第１項の規定によ

り同項に規定する申

告書を提出しなけれ

ばならない者又は法

の施行地において同

項に規定する公的年

金等（所得税法第２

０３条の７の規定の

適用を受けるものを

除く。以下この項に

おいて「公的年金

等」という。）の支

払を受ける者であっ

て、扶養親族（控除

対象扶養親族を除

く。）を有する者

（以下この条におい

て「公的年金等受給

者」という。）で市

内に住所を有するも

のは、当該申告書の

提出の際に経由すべ

き所得税法第２０３
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以下この項において

同じ。）に係る所得

を有する者であっ

て、合計所得金額が

９５０，０００円以

下であるものに限

る。）をいう。第２

号において同じ。）

又は扶養親族（年齢

１６歳未満の者又は

控除対象扶養親族で

あって退職手当等に

係る所得を有する者

に限る。）を有する

者（以下この条にお

いて「公的年金等受

給者」という。）で

市内に住所を有する

ものは、当該申告書

の提出の際に経由す

べき所得税法第２０

３条の６第１項に規

定する公的年金等の

支払者（以下この条

において「公的年金

等 支 払 者 」 と い

う。）から毎年最初

に公的年金等の支払

を受ける日の前日ま

以下この項において

同じ。）に係る所得

を有する者であっ

て、合計所得金額が

９５０，０００円以

下であるものに限

る。）をいう。第２

号において同じ。）

又は扶養親族（控除

対象扶養親族であっ

て退職手当等に係る

所得を有しない者を

除く。）を有する者

（以下この条におい

て「公的年金等受給

者」という。）で市

内に住所を有するも

のは、当該申告書の

提出の際に経由すべ

き所得税法第２０３

条の６第１項に規定

する公的年金等の支

払者（以下この条に

おいて「公的年金等

支払者」という。）

から毎年最初に公的

年金等の支払を受け

る日の前日までに、

施行規則で定めると

条の６第１項に規定

する公的年金等の支

払者（以下この条に

おいて「公的年金等

支払者」という。）

から毎年最初に公的

年金等の支払を受け

る日の前日までに、

施行規則で定めると

ころにより、次に掲

げる事項を記載した

申告書を、当該公的

年金等支払者を経由

して、市長に提出し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条の６第１項に規定

する公的年金等の支

払者（以下この条に

おいて「公的年金等

支払者」という。）

から毎年最初に公的

年金等の支払を受け

る日の前日までに、

施行規則で定めると

ころにより、次に掲

げる事項を記載した

申告書を、当該公的

年金等支払者を経由

して、市長に提出し

なければならない。 
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でに、施行規則で定

めるところにより、

次に掲げる事項を記

載した申告書を、当

該公的年金等支払者

を経由して、市長に

提出しなければなら

ない。 

 (1)～(4) 略 

２～５ 略 

 

略 

 

ころにより、次に掲

げる事項を記載した

申告書を、当該公的

年金等支払者を経由

して、市長に提出し

なければならない。 

 

 

 (1)～(4) 略 

２～５ 略 

 

略 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)～(3) 略 

２～５ 略 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)～(3) 略 

２～５ 略 

 

略 

 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中吉川市税条例第３４条の７第１項、第３６条の３の２第１項、第３６条の

３の３第１項、附則第７条の３の２第１項、附則第１７条の２第３項及び附則第２

５条の改正並びに同条例附則第２６条を削る改正並びに第２条の規定並びに附則第

３条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

 (2) 第１条中吉川市税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の９第１項及び第２項、

第３６条の２第１項及び第２項、第３６条の３第２項及び第３項、第５３条の７、

附則第１６条の３第２項、附則第２０条の２第４項並びに附則第２０条の３第４項

及び第６項の改正並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月１日 

 (3) 第１条中吉川市税条例第１８条の４、第７３条の２及び第７３条の３の改正並びに

次条及び附則第４条の規定 民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 
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 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の吉川市税条例（以下「新条例」という。）第１８条

の４（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）

の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日（附則第４条において「３号施行日」

という。）以後にされる同法第２０条の１０の規定による証明書の交付について適用

する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行

の日（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべ

き新条例第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２

項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定

による改正前の吉川市税条例（次項において「旧条例」という。）第３６条の３の２

第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」

という。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書につい

て適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３

６条の３の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の吉川市税条例の規定中個人の市民税に

関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例第７３条の２（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、

３号施行日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第

１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

２ 新条例第７３条の３（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、３号

施行日以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定に
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よる措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が公布されたことに伴い、個

人住民税における住宅借入金等特別税額控除の延長、上場株式等の配当所得等に係る課税

方式を所得税と一致させる措置その他所要の改正を行いたいので、この案を提出するもの

である。 
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第５２号議案 

   吉川市議会議員及び吉川市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を

改正する条例 

 吉川市議会議員及び吉川市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例（平成１０年

吉川市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

（選挙運動用自動車の使用の公費の支払） 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契

約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業

者その他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送

事業者等」という。）に支払うべき金額のう

ち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定

める金額を、第２条ただし書に規定する要件に

該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車

運送業者等からの請求に基づき、当該一般乗用

旅客自動車運送事業者等に支払う。 

(1) 略 

 (2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である

場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定

める金額 

  ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契

約（以下この号において「自動車借入れ契

約」という。）である場合 当該選挙運動

用自動車（同一の日において自動車借入れ

 

（選挙運動用自動車の使用の公費の支払） 

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契

約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業

者その他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送

事業者等」という。）に支払うべき金額のう

ち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定

める金額を、第２条ただし書に規定する要件に

該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車

運送業者等からの請求に基づき、当該一般乗用

旅客自動車運送事業者等に支払う。 

(1) 略 

 (2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である

場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定

める金額 

  ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契

約（以下この号において「自動車借入れ契

約」という。）である場合 当該選挙運動

用自動車（同一の日において自動車借入れ
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契約により２台以上の選挙運動用自動車が

使用される場合には、当該候補者が指定す

るいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動

車として使用された各日についてその使用

に対し支払うべき金額（当該金額が１６，

１００円を超える場合には、１６，１００

円）の合計金額 

  イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供

給に関する契約である場合 当該契約に基

づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料

の代金（当該選挙運動用自動車（これに代

わり使用される他の選挙運動用自動車も含

む。）が既に前条の規定による届出に係る

契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合

算して、７，７００円に当該候補者につき

法第８６条の４第１項、第２項、第５項、

第６項又は第８項の規定による候補者の届

出のあった日から当該選挙の期日の前日ま

での日数から前号の契約が締結されている

日数を除いた日数を乗じて得た金額に達す

るまでの部分の金額であることにつき、委

員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したもの

に限る。） 

  ウ 略 

 

（選挙運動用ビラの作成の公営） 

第６条 法第１４２条第１１項の規定により、候

契約により２台以上の選挙運動用自動車が

使用される場合には、当該候補者が指定す

るいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動

車として使用された各日についてその使用

に対し支払うべき金額（当該金額が１５，

８００円を超える場合には、１５，８００

円）の合計金額 

  イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供

給に関する契約である場合 当該契約に基

づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料

の代金（当該選挙運動用自動車（これに代

わり使用される他の選挙運動用自動車も含

む。）が既に前条の規定による届出に係る

契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合

算して、７，５６０円に当該候補者につき

法第８６条の４第１項、第２項、第５項、

第６項又は第８項の規定による候補者の届

出のあった日から当該選挙の期日の前日ま

での日数から前号の契約が締結されている

日数を除いた日数を乗じて得た金額に達す

るまでの部分の金額であることにつき、委

員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したもの

に限る。） 

  ウ 略 

 

（選挙運動用ビラの作成の公営） 

第６条 法第１４２条第１１項の規定により、候
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補者は、候補者１人について、７円７３銭に、

選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚数が選

挙の区分に応じ法第１４２条第１項第６号に定

める枚数を超える場合には、同号に定める枚

数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用

ビラを無料で作成することができることとす

る。 

２ 略 

 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契

約の相手方であるビラの作成を業とする者に支

払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成さ

れた選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価

（当該作成単価が７円７３銭を超える場合に

は、７円７３銭）に当該選挙運動用ビラの作成

枚数（当該候補者を通じて選挙の区分に応じ法

第１４２条第１項第６号に定める枚数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定めるとこ

ろにより、当該候補者からの申請に基づき、委

員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金

額を、第６条第２項において準用する第２条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限り、

当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づ

き、当該ビラの作成を業とする者に対し支払

う。 

 

（選挙運動用ポスターの作成の公営） 

補者は、候補者１人について、７円５１銭に、

選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚数が選

挙の区分に応じ法第１４２条第１項第６号に定

める枚数を超える場合には、同号に定める枚

数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用

ビラを無料で作成することができることとす

る。 

２ 略 

 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契

約の相手方であるビラの作成を業とする者に支

払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成さ

れた選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価

（当該作成単価が７円５１銭を超える場合に

は、７円５１銭）に当該選挙運動用ビラの作成

枚数（当該候補者を通じて選挙の区分に応じ法

第１４２条第１項第６号に定める枚数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定めるとこ

ろにより、当該候補者からの申請に基づき、委

員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金

額を、第６条第２項において準用する第２条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限り、

当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づ

き、当該ビラの作成を業とする者に対し支払

う。 

 

（選挙運動用ポスターの作成の公営） 
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第９条 法第１４３条第１５項の規定により、候

補者は、候補者１人について、５４１円３１銭

にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に３１

６，２５０円を加えた金額をポスター掲示場の

数で除して得た金額（その金額に１円に満たな

い端数があるときは、これを切り上げるものと

する。以下「単価の限度額」という。）に、選

挙運動用ポスターの作成枚数（当該作成枚数

が、ポスター掲示場の数に１０分の１２を乗じ

て得た数を超える場合には、当該１０分の１２

を乗じて得た数とし、その数に１に満たない端

数があるときには、その端数を切り上げるもの

とする。）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙

運動用ポスターを無料で作成することができる

こととする。 

２ 略 

第９条 法第１４３条第１５項の規定により、候

補者は、候補者１人について、５２５円６銭に

ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に３１０

，５００円を加えた金額をポスター掲示場の数

で除して得た金額（その金額に１円に満たない

端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。以下「単価の限度額」という。）に、選挙

運動用ポスターの作成枚数（当該作成枚数が、

ポスター掲示場の数に１０分の１２を乗じて得

た数を超える場合には、当該１０分の１２を乗

じて得た数とし、その数に１に満たない端数が

あるときには、その端数を切り上げるものとす

る。）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動

用ポスターを無料で作成することができること

とする。 

２ 略 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の吉川市議会議員及び吉川市長の選挙における選挙運動の公営

に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期

日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙

については、なお従前の例による。 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 
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 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部改正に伴い、市議会議員及び市長

の選挙における選挙運動に係る公費負担の限度額を国に準じて改正したいので、この案を

提出するものである。 

  



53 

第５３号議案 

   吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

吉川市職員の給与に関する条例（昭和３２年吉川町条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

（期末手当） 

第１８条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２０を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２０」とある

のは「１００分の６７．５」とする。 

４～６ 略 

  

 

（期末手当） 

第１８条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２７．５を乗じて得た額に、基準日以

前６月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２７．５」と

あるのは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ 略  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の吉川市職員の給与

に関する条例第１８条第２項（同条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含
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む。）及び吉川市職員の給与に関する条例（以下この項において「給与条例」とい

う。）第１８条第４項から第６項まで（職員の育児休業等に関する条例（平成４年吉

川町条例第１号）第１７条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは

第２０条第１項から第３項まで若しくは第６項又は公益的法人等への職員の派遣に関

する条例（平成１４年吉川市条例第４号）第４条の規定にかかわらず、これらの規定

により算定される期末手当の額（以下この項及び次項において「基準額」という。）

から、令和３年１２月に支給された期末手当の額に、同月１日（同日前１月以内に退

職をした者にあっては、当該退職をした日）における次の各号に掲げる職員（給与条

例の適用を受ける者をいう。）の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じ

て得た額（以下この項及び次項において「調整額」という。）を減じた額とする。こ

の場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

 (1) 再任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第

２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された

職員をいう。次号において同じ。）以外の職員 １２７．５分の１５ 

 (2) 再任用職員 ７２．５分の１０ 

３ 基準額又は調整額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

４ 前２項の規定は、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員には

適用しない。 

  令和４年５月３１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和３年人事院勧告の趣旨を踏まえ、職員の期末手当の支給割合の改定等を行いたいの

で、この案を提出するものである。 
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第５４号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区下水道管布設工事（その１０） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和５年３月２４日まで 

４ 請負金額  ２９５，９００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県吉川市中央三丁目３８番地９  

        氏名又は名称 金杉建設株式会社吉川支店 

        代表者職氏名 支店長 藤沼修 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区下水道管布設工事（その１０）の請負契約を締結したいので、

吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川

町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第５５号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区水路工事（その１１） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和５年３月２４日まで 

４ 請負金額  １９０，３００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県吉川市吉川一丁目２８番地８ 

        氏名又は名称 日清建設株式会社東部営業所 

        代表者職氏名 所長 早川明男 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区水路工事（その１１）の請負契約を締結したいので、吉川市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第

６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第５６号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（その２） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  市議会の議決を得た日から令和４年８月３１日まで 

４ 請負金額  変更前 １，３０２，４００，０００円 

        変更後 １，３７１，７００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県さいたま市浦和区岸町５丁目７番１１号 

        氏名又は名称 ユーディケー・西山建設特定共同企業体 

        代表者職氏名 株式会社ユーディケー 代表取締役 関根信次   

令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和２年９月１７日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（そ

の２）の請負契約について、調整池全体が想定以上の砂質土であったため、雨水等による

法面崩壊を抑制する植生マットの整備及びグラウンドとして適していない表面の地盤の掘

削をすることから、請負金額の変更をしたいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、

この案を提出するものである。 
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第５７号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（その３） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  変更前 市議会の議決を得た日から令和４年９月３０日まで 

        変更後 市議会の議決を得た日から令和５年３月３１日まで 

４ 請負金額  ３８５，０００，０００円 

５ 受 注 者  住    所 埼玉県さいたま市浦和区岸町７丁目１番４号 

        氏名又は名称 荏原実業株式会社関東支社 

        代表者職氏名 支社長 柳本将道 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和３年６月１１日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（そ

の３）の請負契約について、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、ポンプ機器類

の納入に時間を要しているとともに、先行整備となる吉川美南駅東口周辺地区１号調整池

工事（その２）の進捗状況を受け、準用河川上第二大場川の護岸工事が出水期と重なるこ

とから、工期の変更をしたいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出す

るものである。 
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第５８号議案 

   損害賠償の額を定めることについて 

 次のとおり物損事故により生じた損害賠償の額を定めることについて議決を求める。 

１ 相 手 方  住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

         氏名 ○○○○ 

２ 事故の概要 

  令和２年７月２６日午後８時００分頃、大字川藤１１９３番地先の市道１－１１８号

線を走行中、道路の陥没箇所に左側前輪が落下して、タイヤ、サスペンション等を損

傷した。 

３ 損害賠償額  １，１８２，７２０円 

  令和４年５月３１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 物損事故により生じた損害を賠償するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第１３号の規定により、この案を提出するものである。 
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第５９号議案 

   市道の路線認定について 

 次のとおり市道の路線認定をすることについて議決を求める。 

路線認定 

路 線 名 起 点 終 点 

２－１８１８ 大字保字仕出８２６番５地先 大字保字仕出８２７番７地先 

 

  令和４年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 大字保地内において、宅地開発における新設道路の路線認定を行いたいので、道路法

（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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諮問第２号 

   人権擁護委員の推薦について 

 人権擁護委員として次の者を推薦したいので意見を求める。 

   住  所 ○○○○○○○ 

   氏  名 山﨑秀晃 

   生年月日 ○○○○○○○ 

  令和４年５月３１日提出 

                           吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 人権擁護委員の山﨑秀晃氏が令和４年９月３０日をもって任期満了となるため、再度法

務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の

規定により、この案を提出するものである。 
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経 歴 書 

 

氏  名  山﨑秀晃 

生年月日  ○○○○○○○ 

住  所  ○○○○○○○ 

最終学歴  ○○○○○○○ 

経  歴 

平成 ６年１０月から 

○○○○○○○○ 

現在に至る 

 

平成１３年１２月から 

            吉川市民生委員・児童委員（主任児童委員） 

平成１９年１１月まで 

 

平成１５年 ４月から 

           吉川市立第三保育所第三者委員 

平成１９年 ３月まで 

 

平成１５年 ５月から 

            少年指導委員（埼玉県公安委員会） 

現在に至る 

 

平成１５年 ５月から 

   吉川市立東中学校学校評議員 

平成１７年 ３月まで 

 

平成１５年１２月から 

   保護司 

現在に至る 

 

平成１９年１０月から 

            人権擁護委員 

現在に至る 

 


